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国税庁が「年末調整の 

しかた」を公表しました 

 

国税庁より「令和７年分 

年末調整のしかた」（全 64ペ

ージ、以下「パンフレット」

という。）が公表されました。

今年の年末調整には複数の

変更点があります。企業にお

いては早めの確認と実務へ

の備えが大切です。パンフレ

ットでは、「昨年と比べて変

わった点」として、以下の３

つが挙げられています。 

 

◆年末調整のしかた 

～改正項目 

１ 所得税の基礎控除の見

直し等 

(1) 基礎控除の見直し：合

計所得金額に応じて基

礎控除額が 58 万円～95

万円に 

(2) 給与所得控除の見直

し：最低保障額が 65 万

円に 

(3) 特定親族特別控除の

創設：所得者と生計を一

にする年齢 19歳以上 23

歳未満の親族で合計所

得金額が 58 万円超 123

万円以下の「特定親族」

がいる場合、合計所得金

額に応じて３万円～63

万円を控除 

(4) 扶養親族等の所得要

件の改正：同一生計配偶

者・扶養親族の合計所得

金額の要件が 58 万円以

下に 

２ 年末残高調書を用いた

方式（調書方式）による住

宅借入金等特別控除 

３ 令和８年分以後の給与

の源泉徴収事務における

留意事項 

※上記のほか、パンフレット

の表紙には「通勤手当に係

る非課税限度額の改正が

行われる場合には、年末調

整での対応が必要となる

ことがあります」との注意

書きもあり。 

 

誤りのない年末調整のた

めには、制度への従業員の理

解が不可欠です。そのために

も、今回公表されたパンフレ

ットや10月に公開予定の「年

末調整がよくわかるページ」

（国税庁）を確認し、改正点

の周知に努めましょう。 

 

【国税庁「令和７年分 年末調

整のしかた」】 

https://www.nta.go.jp/publ

ication/pamph/gensen/nench

o2025/pdf/nencho_all.pdf 

 

全都道府県で初の時給

1,000 円超 地域別最低

賃金の答申が出揃う 

 

厚生労働省から、都道府

県労働局に設置されている

地方最低賃金審議会が答申

した令和７年度の地域別最

低賃金の改定額（以下「改

定額」）が公表されました。 

これは、令和７年８月４

日に厚生労働大臣の諮問機

関である中央最低賃金審議

会が示した「令和７年度地

域別最低賃金額改定の目安



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

について」などを参考とし

て、各地方最低賃金審議会

が調査・審議して答申した

結果を取りまとめたもので

す。 

◆令和７年度 地方最低賃

金審議会の答申のポイント 

・47都道府県で、63円～82

円の引上げ（引上げ額が

82円は１県、81円は１

県、80円は１県、79円は

１県、78円は３県、77円

は２県、76円は１県、74

円は１県、73円は２県、

71円は４県、70円は１

県、69円は２県、66円は

２県、65円は８道県、64

円は９府県、63円は８都

府県） 

・改定額の全国加重平均額

は 1,121円（昨年度 1,055

円） 

・全国加重平均額 66円の引

上げは、昭和 53年度に目

安制度が始まって以降で

最高額 

・最高額（1,226円）に対す

る最低額（1,023円）の比

率は 83.4％（昨年度は

81.8％。なお、この比率

は 11年連続の改善） 

 

今年度の最低賃金は、す

べての都道府県で初めて

1,000円を超えました。 

答申された改定額は、令和

７年 10月１日から令和８年

３月 31日までの間に順次発

効される予定です。なお、

例年は大半が 10月発効でし

たが、2025年度は 20都道府

県にとどまります。11月が

13府県、12月が８県で、

福島、徳島、熊本、大分は

2026年１月、群馬と秋田は

同３月に発効します。 

 

【厚生労働省「全ての都道

府県で地域別最低賃金の答

申がなされました」】 

https://www.mhlw.go.jp/st

f/newpage_63030.html 

 

 

10 月の税務と労務の手

続期限［提出先・納付先］ 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特

別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格

取得届の提出＜前月以

降に採用した労働者が

いる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

31 日 

○ 個人の道府県民税・市町

村民税の納付＜第３期

分＞［郵便局または銀

行］ 

○ 労働者死傷病報告の提

出＜休業４日未満、７月

～９月分＞［労働基準監

督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報

告書の提出［年金事務

所］ 

○ 労働保険料の納付＜延

～当事務所より一言～ 

 

長く続いた酷暑もやっ

と過ぎ去り、ほっとして

おります。涼しくなって

来たので短いかもしれな

い秋を楽しみたいと思い

ます。 

しかし、季節の変わり

目は体調も崩すことが多

いので、お気を付け下さ

い。 

今年も残り 3 か月、悔

いの残さぬよう頑張りま

す。宜しくお願い致しま

す。        

 

納第２期分＞［郵便局ま

たは銀行］ 

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安

定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者

でない場合）＜雇入れ・

離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 


